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鳴門市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

【日程】 

  参加表明書等提出期間  令和７年 ６月２７日（金）～ ７月 ９日（水）午後５時 

  質問受付期間      令和７年 ６月２７日（金）～ ７月 ４日（金）正午 

  質問への最終回答日   令和７年 ７月 ８日（火） 

  参加資格確認結果の通知 令和７年 ７月１４日（月）まで 

  提案書等の提出期間   令和７年 ７月１５日（火）～ ７月２５日（金）午後５時 

  提案書等の審査及び評価 令和７年 ７月下旬～８月初旬（予定） 

  審査結果通知      令和７年 ８月中旬（予定）  

 

 

１ 業務の説明 

 (1) 業務名 

鳴門市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務（以下「本業務」という。） 

 (2) 業務目的 

データを活用した特定健診の未受診者に向けた効率的・効果的な施策を立案し、実施す

ることで特定健康診査受診率の向上を図ることを目的とする。 

 (3) 業務内容 

鳴門市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務仕様書のとおり。 

 (4) 履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 (5) 見積限度額 

６，２７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    ※ この金額は、契約予定価格を示すものではない。 

 (6) 支払方法 

    業務完了払いとする。 

 (7) 担当部署 

    担当課  鳴門市健康福祉部保険課 

    担当者  新居 

    住 所  772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 

    連絡先  電話  ０８８－６８４－１２０４ 

         FAX  ０８８－６８４－１３２１ 

         ﾒｰﾙ  hoken@city.naruto.i-tokushima.jp 

 



2 

 

２ プロポーザルへの参加資格要件 

   本プロポーザルへ参加できる者は、次の要件をすべて満たすものとする。 

 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条

の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。 

(2)  次の①又は②に該当する者であること。 

① 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている者。 

② 上記①に該当しない者で、参加表明書の提出期限までに、別紙①に示す物品の購入等に

係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と認め

た者。 

(3)  鳴門市物品業者等指名停止措置要綱（平成２２年４月１日制定）による指名停止期間中

でないこと。 

(4)  鳴門市暴力団等排除措置要綱（平成２４年８月１日制定）に基づく排除措置を受けてい

ないこと。 

(5)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者

であること。  

(6)  国税及び地方税に滞納がないこと。 

(7)  本業務と同様の業務において、複数年での支援実績を有し、かつ受診率向上実績を有

していること 

(8)  事業所としてプライバシーマーク・ＩＳＭＳ等の個人情報保護に関する事業者認定制

度を取得していること 

 

３ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加表明者」という。）は、提出期間に

参加表明書等を提出すること。 

なお、参加表明書等を提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式２）を提出

すること。 

 (1) 提出期限 

令和７年６月２７日（金）から７月９日（水）午後５時まで 

(2) 提出方法 

本要領 1(7)の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は

配達の記録が残る方法に限る。 

(3) 提出書類（各１部） 

    ① プロポーザル参加表明書（様式１） 

    ② 会社概要調書（様式４） 

    ③ 本業務と同等以上の実績が確認できる国又は地方公共団体との業務委託契約書の

写し 

    ④ 別紙①に記載の書類（鳴門市物品等一般競争入札（指名競争入札）及び随意契約

参加資格者名簿に登録されている者は不要） 
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  (4) 参加資格の確認及び通知 

提出された参加表明書等は、本要領２の参加資格を満たしているか審査し、その結果を電

子メールにて令和７年７月１４日（月）までに通知する。なお、参加表明に係る提出書類に

ついて、本市から説明を求められた場合、参加表明者はこれに応じなければならない。 

また、本通知が令和７年７月１５日（火）正午時点においても届かない場合は、必ず１(7)

の担当部署に問い合わせすること。 

 

４ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は参加表明書、提案書等の作成及び提出に関する事項並びに

本業務実施に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に関す

る質問は受け付けない。 

 

(1) 受付期間 

令和７年６月２７日（金）から７月４日（金）正午まで 

(2) 提出方法 

本プロポーザルに関する質問がある場合は、電子メールにより、質問文書（任意様式）

を添付し、1(7)の担当部署に提出すること。なお、送信後、電話にて着信したか確認

すること。 

(3) 質問に対する回答 

質問に対する回答は、本市公式ウェブサイトにおいて随時公表し、令和７年７月８日

（火）までにすべての質問に対する回答を公表する。なお、質問に対する回答をもって、

本業務の実施要領や仕様書に記載する内容の追加又は修正をしたものとする。 

 

５ 提案書等の提出 

(1) 提出期限  

令和７年７月１５日（火）から７月２５日（金）午後５時まで 

(2) 提出書類 

①  提案書  ６部（正本１部、副本５部） 

②  会社概要調書（様式４）  ６部 

③  業務実績及び配置予定従事者調書（様式５）  ６部 

④  見積書（様式６）及び見積内訳書  ６部（正本１部、副本５部） 

  見積内訳書は任意様式とする。 

(3) 提案書の作成方法及び記載内容 

提案書は「鳴門市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務に係る提案書（様式３）」を

表紙とし、提案書（任意様式）とまとめて綴じること。 

① 作成方法 

 ア 提案書は、Ａ４判サイズとし、縦横は任意とする。Ａ３判サイズも可とするが、Ａ

４判サイズに折り込むこと。 

 イ ページ数は提案書表紙を除いて、２０ページ（両面刷り）以内とし、ページ番号を

付しておくこと。なお、Ａ３判サイズを折り込んだ場合は、２ページと勘定する。 
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 ウ 文字サイズは、11ポイント以上を基本とする。 

 エ その他、文章、図表などを用いて、簡潔明瞭に記載すること。 

② 記載内容 

  本業務の仕様書の内容を十分、踏まえた上で、概ね以下の内容を記載すること。 

  なお、本プロポーザルの審査やプレゼンテーション等は提出書類のみで行うこととす

るため、その旨に留意して作成すること。 

 ア 本業務の実施方針・コンセプト 

 イ 本業務の実施体制・運営方法 

 ウ 個人情報保護対策、情報セキュリティの確保（データの授受方法を含む） 

エ 業務目的達成のための具体的な提案及び本業務を行う場合の改善提案 

 オ その他、特にＰＲしたい事項 

(4) 提出方法    

 本要領 1(7)の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 

ただし、郵送の場合は配達の記録が残る方法とし、提出期限までに必着のこと。 

 

６ 提案書等の審査及び評価 

(1) 実施日 

令和７年７月下旬～８月初旬（予定） 

(2) 審査委員会 

鳴門市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務委託に係る公募型プロポーザル審査委

員会（以下「審査委員会」という。） 

(3) 審査及び評価の対象 

提出書類（「５(2)提出書類」をいう。以下同じ。）及びプレゼンテーション内容により、

審査する。 

(4) プレゼンテーション 

① 実施日 

審査委員会開催の日と同日とする。 

※詳細な日時及び場所等については、後日連絡する。 

② 実施方法 

ア プレゼンテーション等の所要時間は、1事業者につき３０分以内（提案説明２０ 

分、質疑１０分）とする。 

イ プレゼンテーションに参加する参加表明者側の出席者は、仕様書に記載の「管 

理者」を含み、３名以内とする。 

ウ プレゼンテーションは提出書類のみで行い、その他の資料の活用は認めない。 

エ 参加表明者の事情により、プレゼンテーションに参加できない場合は、参加表明

を辞退したものと見なす。 
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 (5) 審査項目等 

審査項目 
審査基準 

評価点

(配点) 大項目 小項目 

事業者の 

信頼性 
①事業実績等 

事業者の経営実績、過去における同種・類似

業務の実績が豊富で十分な成果が期待でき

ること 

15点 

提案内容 

②業務実施方針 

・コンセプト 

本業務の目的を理解し、本業務を履行するに

ふさわしい実務方針・コンセプトであること 
20点 

③業務実施体制及

び運営方法 

業務を継続的・的確に遂行できる体制が確保

できていること 

従事予定者の経験が十分であること 

業務実施日時等が妥当であること 

20点 

④個人情報保護対

策及び情報セキュ

リティの確保 

個人情報保護対策、情報セキュリティが確保

されていること 

 

10点 

⑤提案内容の具体

性・専門性・独自性 

提案内容が具体的であり実現性が高いもの

であること 

専門性や独自性が高く、業務実施に効果的な

取り組みができること 

30点 

価格 ⑥見積金額 

最低見積金額の参加表明者を５点とする 

他の参加表明者は、最低見積金額を当該見積

金額で除して得た数に５を乗じた点数（小数

点以下切り捨て）とする 

5点 

合      計 100点 

 

 (6) 受託候補者の選定方法 

本プロポーザルの審査は、審査委員会において、評価点をつけることにより、行う。 

審査項目の「事業者の信頼性」及び「提案内容」の大項目ごとの評価点が、それぞれ

配点合計の６割以上となった者のうち、評価点の総合計点が最も高い者を受託候補者と

して決定する。 

評価点の総合計点が最も高い者が２者以上いた場合は、一番高い評価点をつけた審査

委員会委員の数が上位の者を、受託候補者として決定する。この方法によっても決定で

きない場合は、審査委員会委員長の決するところにより決定する。 

また、参加表明者が１者であっても、プレゼンテーション及び審査を行い、審査項目

の「事業者の信頼性」及び「提案内容」の大項目ごとの評価点が、それぞれ配点合計の

６割以上となった者を、受託候補者として決定する。 

なお、選定された受託候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかったとき、又

は選定された受託候補者が本要領２に定める参加資格要件を満たさなくなったとき、若
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しくは不正と認められる行為が判明したときは、次順位に選定された参加表明者（次に

掲げる条件を満たした者である場合に限る。）を受託候補者とする。 

条件：審査項目の「事業者の信頼性」及び「提案内容」の大項目において、それぞれ

６割以上の合計点である者 

 

７ 審査結果の通知 

(1) 審査結果は、参加表明者全員に対し、８月中旬に速やかに通知する。 

(2) 審査結果は、後日、鳴門市公式ウェブサイトにおいて公表する。公表内容は、業務名、

審査委員会による採否の決定日、参加表明者数、受託候補者の名称、住所及び代表者氏名、

各提案者の評価項目ごとの評価点及び合計点とする。 

 

８ 契約の締結 

(1) 契約内容 

受託候補者の提案内容を踏まえ、受託候補者と協議し、仕様書等の調整を行い、確定

する。 

(2) 契約方法 

随意契約 

(3) 契約保証金 

 免除 

 

９ 留意事項 

(1) 提案書等の作成等、本プロポーザルに参加する一切の費用は、参加表明者の負担とする。 

(2) 提出された書類等は、返却しない。  

(3) 提出された提案書等は、契約に至った場合に使用するほか、業務受託者選定以外に使用

しないものとし、鳴門市文書管理規則に従い責任を持って管理及び廃棄を行う。なお、鳴

門市情報公開条例（平成１３年鳴門市条例第３４号）に基づく公文書開示請求などにより

公開することがある。ただし、本プロポーザルに関わる者の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があるので、当該情報に該当する

ものがあると考える場合は、あらかじめ書面で申し出ること。 

(4) 契約締結後、本提案における不正・虚偽記載等が認められる行為が判明した場合は、契

約を解除できるものとする。 


